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【 背 景 ・ 目 的 】

平 成 3 0年 9月 以 降 、 国 内 に お い て 豚 熱 の 感 染 が 拡 大 し 、 養 豚 農

場 で は 1 3県 6 8事 例 、 野 生 い の し し で は 2 5都 道 府 県 で 感 染 が 確 認

さ れ た 。こ の こ と を 受 け 、令 和 2年 7月 1日 、飼 養 衛 生 管 理 基 準（ 以

下 、「 基 準 」 と す る ） が 改 正 ・ 施 行 さ れ 、 農 家 遵 守 基 準 が よ り

厳 格 な も の と な っ た 。

そ こ で 基 準 に 対 す る 農 家 の 意 識 向 上 を 図 る と と も に 、 農 家 毎

に 基 準 遵 守 状 況 を 再 確 認 し 、 不 遵 守 項 目 に 対 す る 改 善 指 導 を 実

施 し 、 基 準 遵 守 優 良 農 家 を 作 出 。 ま ん 延 防 止 対 策 の 徹 底 を 目 的

と し た 。

【 方 法 】

管 内 1 8農 家 （ 豚 、 イ ノ ブ タ 、 イ ノ シ シ 農 家 ） を 対 象 に 、 基 準

改 正 に つ い て の 資 料 を 配 布 し 、 以 下 の 点 に つ い て 指 導 を 実 施 し

た 。

方 法 ① 衛 生 管 理 区 域 毎 に 飼 養 衛 生 管 理 者 を 選 任 。 最 新 情 報 を

迅 速 に 提 供 す べ く 、 メ ー リ ン グ リ ス ト を 作 成 。

方 法 ② 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 侵 入 防 止 対 策 と し て 防 鳥 ネ ッ

ト 及 び 防 護 柵 の 設 置 を 指 導 。

方 法 ③ 食 品 循 環 資 源 を 飼 料 活 用 す る 農 家 に 対 し 適 正 処 理 （ 加

熱 ） 及 び 利 用 法 を 指 導 。

方 法 ④ 「 基 準 遵 守 状 況 及 び 遵 守 す る た め の 措 置 の 実 施 状 況 に

係 る チ ェ ッ ク シ ー ト 」 に 準 じ 、 農 家 毎 の 基 準 遵 守 状 況

を 調 査 ・ 解 析 し 、 そ の 結 果 を も っ て 改 善 指 導 を 実 施 。

方 法 ⑤ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 並 び に 、 従 業 員 へ の 教

育 の 徹 底 す る こ と で 、 疾 病 の ま ん 延 防 止 に 対 す る 意 識

向 上 を 目 指 す よ う 指 導 。

【 結 果 】

結 果 ① 全 農 家 で 飼 養 衛 生 管 理 者 の 選 任 が 完 了 。 メ ー リ ン グ リ

ス ト に つ い て は 1 8農 家 中 1 1農 家 で 登 録 済 み 。 イ ノ ブ タ

及 び イ ノ シ シ 農 家 は 管 理 者 が 高 齢 の 農 家 が 多 く 、 メ ー

ル で の 情 報 提 供 が 困 難 な た め 、 現 状 の 電 話 や F A Xで 対 応

す る こ と と し た 。

結 果 ② 豚 コ レ ラ 発 生 防 止 緊 急 対 策 事 業 へ の 参 加 で 3農 家 が 防 鳥

ネ ッ ト を 設 置 、 ア フ リ カ 豚 コ レ ラ 侵 入 防 止 対 策 事 業 へ

の 参 加 で 4農 家 が 防 護 柵 を 設 置 、 あ と の 1 4農 家 に つ い て

は 独 自 で ネ ッ ト や 防 護 柵 を 設 置 し 、 全 農 家 で 基 準 施 行



日 ま で に 防 護 柵 、 防 鳥 ネ ッ ト の 設 置 を 確 認 （ 図 1～ 3）。

結 果 ③ 肉 を 扱 う 事 業 所 か ら 排 出 さ れ た 食 品 循 環 資 源 を 原 材 料

と す る 飼 料 の 給 与 基 準 が 改 正 さ れ 、 9 0℃ 6 0分 間 以 上 の

加 熱 処 理 が 行 わ れ た も の だ け が 給 与 可 能 と な っ た 。 も

と も と 食 品 循 環 型 資 源 の 活 用 無 し が 1 2農 家 。 今 回 の 指

導 に よ り 活 用 を 取 り や め た 農 家 が 3農 家 。 食 品 循 環 資 源

活 用 継 続 で 肉 等 を 取 り 扱 わ な い 業 者 か ら の 取 引 へ 変 更

し た 農 家 が 2農 家 。 基 準 施 行 猶 予 期 間 中 に 加 熱 処 理 設 備

を 整 備 し た 農 家 が 1農 家 で あ っ た （ 図 4）。

結 果 ④ い ず れ の 農 家 も 何 ら か の 不 遵 守 項 目 が 確 認 さ れ た た め 、

指 導 書 を 作 成 し 、 改 善 指 導 を 強 化 し た （ 図 5）。

結 果 ⑤ 農 林 水 産 省 作 成 の マ ニ ュ ア ル 例 を 参 考 に し 、 家 畜 防 疫

員 が 助 言 ・ 提 案 し な が ら 、 農 家 独 自 の マ ニ ュ ア ル を 作

成 。 作 成 し た マ ニ ュ ア ル に よ る 従 業 員 へ の 教 育 を 実 施

す る こ と に よ り 、基 準 遵 守 に 対 す る 意 識 が 向 上 し た（ 図

6）。

【まとめ】

令和 2年 4月 30日 、当県も豚熱ワクチン接種推奨地域に指定された。

管 内 養 豚 農 家 18戸 1 , 1 1 9頭 に 対 し 、 6月 に 初 回 接 種 、 12月 に 2回 目 接

種 が 終 了 し た 。 し か し 、 本 年 1月 県 内 ワ ク チ ン 接 種 済 み 農 場 で の 豚

熱発生を受け、接種地域であっても 基準遵守徹底が感染防止対策の

重要ポイントと再確認した。今後も 豚熱発生防止のため農家指導を

継続していきたい。


